第七回障がい者制度改革推進会議　意見提出フォーマット

所得保障

○所得保障に関する基本的な方向性について

１．現在の障害のある人の所得保障制度の課題について、ご意見を賜りたい。

　現行の国レベルにおける、障害者に関する所得保障制度としては、障害基礎年制度、特別障害者手当が基本であり、どちらも1985年の年金制度改革時に創設されたものである。障害基礎年金制度は、幼い時から障害を持つ無拠出の障害者を対象とし、障害のない人と同程度の基礎的給付を保障したことは、当時の障害者運動の粘り強い取り組みとあわせて、障害者の所得保証の第一歩を踏み出したものといえる。

　しかしながらこれらの年金制度ならびに手当制度の対象となる根拠ならびに一級年金、二級年金の区分けは、いずれも身体的な障害の重度、経度が判断基準となり、生活上の困難さ、あるいは稼得能力の有無等は判断基準となりえていない。その結果、本来年金、手当を必要とする障害者がその対象から除外されているという実態がある。

(2007年時点で、約155万人の障害基礎年金受給者、そのうち約138万人が障害基礎年金のみの受給)

２．障害者権利条約はすべての障害のある人が地域で暮らすことができるようにすることを目指しているが、こうした観点から、どのような仕組みでどの程度の所得を保障するべきなのか、ご意見を賜りたい。

　障害基礎年金あるいは特別障害者手当という所得保障制度を活用しても、障害のある人が、地域で独立した個人として基礎的な生活を営むことは困難な状況にある。権利条約の障害のある人とない人の平等を基礎とするという原則からすれば、同地域に暮らす同年代の市民と同等の生活の基礎を賄うことのできる経済水準に達するまで、現行の年金、手当の水準の引き上げを図ることが求められる。

　こうした基礎的保障が保障された上で、一定の条件のもとで、住宅確保にかかる経費を補てんする住宅手当等の創設が必要となる。

○障害基礎年金について
１．現在の障害基礎年金の水準は生活保護基準にも満たないとして、改善を求める声が従前より上がっている。また、障害基礎年金2級の支給額を1級に、1級をそれ以上に引き上げるべきとの意見もある。以上のことを踏まえて、障害基礎年金の水準についてのご意見を賜りたい。なお、障害基礎年金は老齢基礎年金の早期支給とみなしているため、障害基礎年金2級が老齢基礎年金と同額になっていることも、念頭におかれたい。

　障害者基礎年金の水準が、生活の基礎部分を賄うものにはなりえていないということは、前述したとおりである。

障害基礎年金一級を生活保護の基本生計費プラス障害者加算の金額まで引き上げることを求める提言もなされたが、1985年の障害基礎年金設立以降は目立った改善はなされてこなかった。

一方で、民主党は政権公約で、すべての年金対象者に7万円の最低保障年金の考え方を出している。また、公明党は、障害基礎年金を１級、２級ともに現行水準の25％増額する案（他に無年金問題の解消等）を提起している。これを基礎として、一定の稼働収入以下の場合に、その３割程度を増額する方式とすることは、現実的に検討の余地がある。いずれにしても年金制度の抜本改革とあわせて実施されるよう準備をしなければならない。

　障害基礎年金には、「社会保険原理」の建前にこだわりすぎて、障害者の生活実態にそぐわない点がいくつか見受けられる。後述の無年金障害者を生み出すこともそのひとつであるが、子の加算制度も、社会保険原理が壁となって、多くの障害者が(特に20歳前に障害認定された者)が利用できないものとなっている。

○無年金障害者について
１．現在の障害基礎年金は、以下のような要因で無年金となる「谷間の障害者」を生み出している。
　・国民年金の任意加入時に学生、主婦が障害を負った場合。
・日本国籍をもたない人が障害を負った場合。
　・海外に居住している日本人が障害を負って帰国した場合。
・所得保障による支援が必要であるにもかかわらず、障害等級が低い等のために年金が支給されない場合。
　・保険料を未納としていたため、あるいは保険に未加入であったために年金を受けることができない場合。
　このような現状についてのご意見を伺いたい。

　無年金障害者問題は、早急に解決されなければならない課題である。

　設問にあげられているような理由で、未だ多くの障害者が無年金状態におかれているが、それらのほとんどは、制度の不備、あるいは医療モデルに偏った基準の定め方に原因があるものが多い。

　社会保険方式をとる以上は、保険からの脱退、保険料の未納、保険の未加入の場合も無条件というわけにはいかないが、それ以外は、理由の如何を問わず、年金制度の中に組み入れることで、無年金障害者の解消を図るべきである。

　特に、国籍条項による在日外国人障害者の無年金者に関しては、2005年に始まった「特別障害給付金制度」においてすらも対象から外されており、大きな問題となっている。早急に解決の策を講じることが求められる。
２．無年金障害者の問題を解消するためにはどのような手立てが必要か、ご意見を賜りたい。

　今後の年金制度改正の際に、無年金障害者の完全解消をすべく、将来的に無年金者を生まない制度的な仕組みとすることを検討すべきである。年金の基礎部分すなわち基礎年金部分を全額税財源で賄うことに制度変更を行い、老齢あるいは障害等の事由が発生した場合には、基礎年金部分はすべての市民がその対象となるという仕組みが望ましい形である。

○年金以外の手当について
１．障害者が地域での生活を安定的に継続するため、または地域生活に移行するために、家賃を保障する「住宅手当」の創設が必要であるとする考え方があるが、このことについてご意見を賜りたい。

　障害者権利条約・第19条の「自立した生活及び地域社会へのインクルージョン」の実現のためにも、社会手当として住宅手当は優先的に必要である。

　親・きょうだい等の「保護者」との同居者以外の者を対象とし、賃料を支払って住宅確保をしている障害者を対象とするものとする。また、この手当は、グループホーム、ケアホームの利用者も対象とすべきものである。

　その際の手当額は、生活保護制度の住宅扶助と同額程度にするのが妥当であると考える。

２．障害ゆえに特別に必要とする経費を補うためにどのような手当が必要だと考えられるか、ご意見を賜りたい。

　現在、国レベルの手当制度としては、特別障害者手当があるが、この手当の支給基準も、重度の障害者という医療モデル的な判定基準のもとで、多くの障害者が排除されている。また、この手当の性格も介助保障的な性格を強めてはいるが、介助保障は、福祉サービスのなかでしっかり行うべきで、特別障害者手当てに介助保障という性格を持たせるべきではない。特別障害者手当は、障害の種別を問わずに対象とし、地域で独立して生活する者の生活の質の向上に資するためのものとする、地域自立手当というべきものにすることが望ましい。

　障害故に特別に必要とする経費については、例えば、リフト付きタクシー等の利用等移動に伴うものや、衣服の消耗に伴う衣服費、歩行障害がある場合の靴の消耗に伴う費用、体温調整機能に制限がある場合のエアコンの電気代、人工呼吸器や環境制御装置等の利用時の光熱費、聴覚障害の場合の筆記用ノート等々、様々な生活場面でのものがあげられる。

　諸外国ではこうした点に着目した調査が行われてきているが、日本ではこうした調査はなされていない。障害故に特別な支出が必要な状況について、障害当事者参画のもと丁寧な実態把握を行い、今後の制度設計の基礎データーとすべきである。

○財源について

１．所得保障を拡充するための財源について、ご意見を賜りたい。

市民全体を対象にした「積極的な最低限生活保障」とも関連した論点であるが、「最低限生活保障」という点からすると、障害者の多くが属する低所得者の階層ほど負担が重くなる逆累進的な負担は避ける必要がある。

税負担、企業負担、保険料等、総合的な検討が求められる。

○その他

　日本社会でのセーフティネットが大きく揺らぐ中、積極的な最低生活を保障する制度の確率が求められている。その点から、ベーシックインカムも含めて検討することが必要な時期にきている。その際、前述の通り、障害故に必要な特別の支出等、障害者の生活実態をふまえた所得保障制度との組み合わせが必要である。
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